
 

 

議  案  第  ５  号  

 

 

新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和４年２月２８日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市手数料条例（平成１２年条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

別表第２第３０項第３号中「１１０，０００円」を「９８，０００円」に改め、同表

第３２項中「１７，０００円」を「１５，０００円」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について

適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

 

提案理由  

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、保安確保機器の設置及

び管理の方法の認定の申請並びに貯蔵施設又は特定供給設備の位置等の変更許可の申請

に対する審査に係る手数料の額を改定するため、本案を提出する。  


